
売買・交換の記級事項

1 登記された権利

2 法令に基づく制限 、·tI之．必廷
3 飲料水・電気・ガス等の供給施設排水施殷の整備状況ゃ養．がん針仕り：心がpn
4 未完成物件の場合工事完了時の形状・構造 ぽ汁b? < 

5 国土交通省・内閣府令で定める事項

6 代金・交換差金以外に授受される金銭の額および目的

7 契約の解除に関する事項

8 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

9 支払金・預リ金を授受する場合の保全処置の有無・概要※50万円未溝は説明不要

10 既存建物であるときは、建物状況調査等に関する事項

釦辺に関する只担
ぎ手付金等の保全処置の概要
1 ローンの斡旋の内容およびローン不成立の場合の措置

巴契約不適合を担保すべき責任の履行に関逗卑墜虹四§結その他堕庄虫止立
15 割賦販売の場合 ・現金販売価格·割賦販売価格・頭金、割賦金の額、支払時期、方法

登記に法令電気と未完造宅土砂津波災害金銭解除損保50 既存石綿耐震建物だ！

私道負担は店子にしない住宅性能は建物売買手付保全斡旋担保責任 この3つは売買だ！

区分所有の場合の追加説明事項

1 敷地に関する権利の種類および内容

2 共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容

3 専用伎用権に関する規約の定めがあるときはその内容

4 維持修繕の為の費用、特定のものにのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

5 修繕積立金の規約の定めがあるときはその内容、既に積み立てられている額

6 区分所有者が負担する通常の管理費用の額

7 維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容

(8 専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容

9 管理委託先の氏名・住所等

ぉ,-1. ")ヽ企 ‘1

敷地の権利と共用専用特定減免積立金管理費修繕売買（と交換のみ）専有制限委託賃貸も

賃貸の場合の追加事項

1 契約期間および更新に関する事項

2 宅地建物の用途や利用制限

3 管理の委託を受けた者の氏名住所等

4 契約終了時の敷金等金銭の精算に関する事項

5 台所・浴室・便所等の設傭状況

6 定期借地権・定期借家権などに関する事項

7 契約終了時における宅地上の建物の取り壌しに関する事項の内容

期間更新利用制限管理委託先と敷金精算設傭定期高齢取り壌しは賃貸！

37条書面

1 代金・つ交換差金・借賃の額、支払いの時期、支払い方法

②既存建物であるときは、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
3 宅地建物の引渡の時期

e治転登記申請の時期
5 当事者の氏名住所

6 宅地建物を特定するために必要な表示

代金支払既存建物引渡移転登記

7 天災その他不可抗力による損害の負担（危険負担）

⑥宅地建物に係る租税その他の公課の負担
9 契約の解除

10 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがある時はその額、授受の時期、目的

11 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときはその内容

＄代金または交換差金についてのローンの斡旋の定めがある時は、ローンが成立しない時の措置 ‘ 

1 契約不適全孟醤旦：こ3竺旦こまたは当該責任の履行に関して講ずべき
保証保険契約の締結その他の措置について定めがある時はその内容 、、

天災その他不可抗力と 租税公課定めがあれば契約解除金銭の授受と 損害賠償 ローンの斡旋

一定の担保 責任履行 35条と同じ 宅建業者が交付
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